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高所作業車転倒災害の撲滅について(指示) 

 

 

先般、他支店新築工事作業所において、ぶどう棚鉄骨の取付け作業中、高所作業

車（室内用自走式ポスト型クローラタイプ H=4.8m）を使用し、チルクライマーによ

り揚重した鉄骨部材を奥に押し込もうとした際に、高所作業車が後方に転倒し、乗

っていた作業員が胸椎等を骨折する休業災害が発生しました。（別紙１参照） 

調査の結果、当該高所作業車の取扱説明書には、別紙２のとおり「本機に横荷重

を加えないでください。作業床の外側にあるものを押したり引いたりしないでくだ

さい。」との記載があり、鉄骨部材を奥に押し込もうとした際に横荷重が作用して

転倒したものと推測されます。 

なお、「高所作業車の水平力に対する転倒防止対策」(別紙３)によると、高所作

業車の機種にもよりますが、20～46kg 程度の水平力で転倒すること、また、作業床

上での作業員の押し力は 30kg、引き力は 63kg となり、引っ張り作業では大きな力

が働くことがわかります。 

つきましては、同種災害の撲滅に向け、下記事項を作業所関係者に周知徹底して

ください。 

 

記 

 

１．高所作業車の使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を厳

守し、高所作業車に水平力がかからない作業計画を立案するとともに、

とっさの時においても水平力をかけてはいけないことをＫＹ活動等で

作業員に周知すること 

 

２．高所作業車の選定にあたっては、作業計画に対し余裕のある機種・性能・

安定度のあるものを選定すること 

 

３．作業において水平力のかかる事象が発生した場合は、一旦作業を中断し、

当社職員を含む関係者と作業手順の打合せを行ってから、作業を再開す

ること 

※この事務連絡は、事務連絡24‐14(令和6年7月31日)安全環境本部･建築総本部･設備本部･設備生産計画部発行に基づき作成しました。 

 

以 上 
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